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１．はじめに 

DSERO 認定資格者「管理士」「技能士」の認定資格者が、有効期限以降も資格の登録を保持

するためには、一般社団法人「ドローン測量教育研究機構」（以下、DSERO）が実施する Web

セミナーの受講と小論文の提出、当機構に登録更新の申請を行う必要があります。 
なお、DSERO では、Web セミナーなど継続学習（CPD 取得）を積極的に推進していますので、

継続学習（CPD 取得）を義務付ける事を検討しています。 

 

資格登録の更新のながれ 

 
「管理士」「技能士」資格の登録更新申請の手続きは、以下のながれで行います。 

 
・当機構から更新の案内を行います。 
 
・「Web セミナー」を DSERO ホームページで受

講します。受講後、DSERO で指定した小論文の

提出により受講確認を発行します。 
 

・当機構のホームページから資格登録更新申請書

をダウンロードしてください。 
 
 ・記載例を参考に、資格登録更新申請書作成、必

要な添付書類の作成準備をしてください。 
 
 ・郵送で受付します。 
 
 
 ・申請書に不備がある場合、申請書の記載のある

メール等でご連絡します。 
 ・審査には 10 日程度要します。 
 ・資格登録台帳に更新登録します。 
  
 
 ・申請書の受理後、資格登録証の交付まで 1 ヶ月

ほど要します。 
 ・登録証は、簡易書留により郵送します。 

 
 

  

講習受講の申込・納付 

講習受講・講習受講証明書発行 

資格登録更新申請書の入手 

資格登録更新申請書の作成準備 

資格登録更新申請書の提出・受理 

資格登録更新申請書の審査 

資格台帳への更新登録 

更新した資格登録証の送付 

図－１ 更新フロー 
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２．資格登録の更新について 

本登録の手引きは、一般社団法人ドローン測量教育研究機構（以下 DSERO）の認定資格制度に

基づき付与される「管理士」と「技能士」の資格登録の更新に関するものです。 

 

資格登録の有効期限以降も資格の登録を希望される方は、有効期限内に継続学習を行った上

で、DSERO が実施する資格登録更新講習を受講し、資格登録更新申請（管理士資格登録更新

申請書または技能士資格登録更新申請書（様式 第 4 号）等の提出）を行うことで更新するこ

とができます。 

表－１ 資格登録更新の期限及び条件について 

項  目 管理士 技能士 

登録更新申請の期限日 

2023 年 5月 1日(2018 年度合格者の場合) 

※更新の対象者には、登録されているメールアドレス宛に

ご案内いたします。 

登録更新後の有効期限 

2027 年 5月 1日まで 

（登録申請日以降の直近の 4月 1 日から起算して 4 年後の

5 月 1日） 

登録更新申請の条件 
DSERO 主催の Web セミナーを受講し、DSERO が指定する

様式を用いた小論文を提出することが必要です。 

    ※e-ラーニングについては、今年度はシステム上の不具合により実施しません。 

 

３．2023 年度 資格登録の更新について 

１）Web セミナーの講習 

2018 年度（平成 30年度）の有資格者（管理士・技能士）で、資格登録の有効期限以降も資格

の登録を希望される方は、Web セミナーを受講し小論文を提出していることが必要となります。 

表－３ 登録更新に必要な条件について 

項  目 管理士 技能士 

登録更新の対象者 

登録の有効期限を迎える 2018 年度有資格者 

 登録の有効期限：2023 年 5月 1 日 

※更新の対象者には、登録されているメールアドレス宛にご

案内いたします 

更新手続きの受付期間 

受付期間は、2023 年 4 月 10 日～4 月 30 日の 20 日間 

（ただし、更新申請に 2週間ほど要するため、更新が遅くな

ると資格登録証の交付が 4 月以降となる場合があります） 

登録更新申請の条件 
2023 年度に DSERO が実施する Web セミナーを受講し、DSERO

が指定した小論文を提出していること 
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2023 年度に実施される更新対応 Web セミナーの概要（予定）は以下のとおりです。 

表-５ 2023 年度 更新対応 Web セミナー概要（予定）について 

項  目 管理士 技能士 

Web セミナー 

受講実施期間 
4 月 1日（土）～4月 21 日（金） 

小論文受付期間 4 月 10 日（月）～4月 30 日（日） 

Web セミナー内容 

 【セミナー個別テーマ】：①～⑤から 1 つ以上視聴 

 ①CIＭにおける 3 次元設計データ作成のポイント 

  ②CIＭにおける 3 次元施工データ作成のポイント 

  ③CIＭにおける 4 次元施工管理のポイント 

  ④3 次元データを活用した維持管理の取り組み 

  ⑤ハイブリッド・グリーンレーザドローン活用の紹介 

提出小論文 

【記載事項】：200 文字～500 文字で提出様式はありません 

1）提出者氏名、2）小論文テーマ、3）本文：セミナーから学んだ

知識に対して、今後必要と考えられる技術への応用について、また

は設計・施工・維持管理に関わる業務における今後の活用方法など

を具体的に記述する。 

※管理士と技能士の資格取得者は、管理士のみの更新条件で更新可能です。 
※やむを得ない事情により、更新対応 Web セミナーの受講が出来なかった場合は、

DSERO 事業本部にご連絡ください。個別に対応いたします。 
 

３）受講料について（今年度は、Web 講習のみとなります） 

Web セミナーおよび e-ラーニンング講習プログラムに必要な講習料は以下のとおりです。 

表-６ 講習プログラムの受講料 

DSERO 会員 Web 講習 e-ラーニング 

個人・法人会員※1 0 円 0 円 

上記以外 12,000円 10,000円※2 

※1、法人会員さまに関しては、定員（最大 5 名）がありますのでご注意ください。 

※2、2023 年度は e-ラーニングを実施しませんので不要となっています。 

 

① 郵便局に備え付けの払込用紙を使用して振込みを行う場合  
郵便局窓口にて手続きをされる場合は、郵便局に備え付けの「電子払込請求書・電信振替請

求書」に記号番号【14320-81614791】を記入のうえ、上記講習料を納付してください。 
また、ゆうちょ口座を持っている方や、外部金融機関での振込の場合は、下記口座へ納付

してください。振込みの手続きを行うと、窓口の場合は受領証等、ＡＴＭの場合は明細票等
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（振込者・振込先・金額・振込日の表示があるもの）が発行されますので、その原本（コピ

ー可）を登録申請書の所定欄に貼り付けて下さい。 
なお、郵便振込における振込手数料は申請者にてご負担ください。 

【お振込先】 
表－７ 郵便振込の振込先口座 

銀行名 ゆうちょ銀行 

支店名 四三八（店番 438） 

預金種別 普通預金 

口座 No. 8161479 

口座名義人 一般社団法人 ドローン測量教育研究機構 

 
② 銀行に備え付けの払込用紙を使用して振込みを行う場合  

下記の口座へ上記講習料を納付してください。振込みの手続きを行うと、窓口の場合は受

領証等、ＡＴＭの場合は明細票等（振込者・振込先・金額・振込日の表示があるもの）が発

行されますので、その原本（コピー可）を登録申請書の所定欄に貼り付けて下さい。 
なお、銀行振込における振込手数料は申請者にてご負担ください。 
 

【お振込先】 
表－８ 銀行振込の振込先口座 

銀行名 三菱 UFJ 銀行 

支店名 夙川支店（店番 481） 

預金種別 普通預金 

口座 No. 0187632 

口座名義人 一般社団法人 ドローン測量教育研究機構 

 
４）注意事項 

① 更新申請書において必要事項の記載のない場合、また、虚偽の申請を行った場合は、登

録を取り消すことがあります。 
② 更新対応 Web セミナーを受講しても、登録の更新申請をしていない場合は、本制度に

おける「管理士」「技能士」の名称を使用することはできません。 
③ 管理データベースに更新登録された日から有効になります。更新登録年月日は登録証

でご確認ください。 
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５）申し込み内容の確認・変更 

申し込み内容の確認・変更に関するお問い合わせは、以下にお願いします。 

 

 

【お問い合わせ先】 

〒662-0099 兵庫県西宮市剣谷町１２－１５ 

一般社団法人 ドローン測量教育研究機構 事業本部 

E-mail:info@dsero.org 

 

 
４．資格登録の更新手続きについて 

１）更新手続きの受付期間 

受付期間は、2023 年 4 月 10 日から 5 月 1 日の 1 ヶ月間です。 

ただし、2023 年 5月 1日以降も更新申請は受け付けますが、資格登録証の交付が 5 月以降と

なり、更新の有効期限も 2026 年 4月 30 日となりますのでご注意ください。 

 

２）更新手数料 

表－９ 資格登録更新手数料について 

項  目 管理士 技能士 

更新手数料 2,000 円（消費税込み） 2,000 円（消費税込み） 

  ※管理士、技能士の両方の更新が必要な場合の更新堤数料は、3,000 円とします。 

 

３）資格登録の更新に必要な書類等 

  ※各様式はホームページからダウンロードできます。 

 

① DSERO 認定資格登録更新申請書（様式 第 4 号:両面印刷） 

 2 種類の申請書があります。次の該当する様式を使用してください。 

 （1）管理士資格登録を更新希望の方  

→ 管理士資格登録更新申請書（両面印刷）（様式 第 4号） 

 

 （2）技能士資格登録を更新希望の方  

→ 技能士資格登録更新申請書（両面印刷）（様式 第 4号） 

 
郵便振込または銀行振込にて払い込み後、振替払込請求書兼受領証またはご利用明細票 
（いずれもコピー可）を受け取り、管理士資格登録更新申請書または技能士資格登録更新申

請書（様式 a）の裏面に貼り付けてください。 
 更新申請にかかる必要書類は、簡易書留にて下記【送付先】に送付してください。 

mailto:info@dsero.org
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【送付先】 

〒662-0099 兵庫県西宮市剣谷町１２－１５ 

一般社団法人 ドローン測量教育研究機構 事業本部 

E-mail:info@dsero.org 

 
５．お問い合わせ先 

資格の更新登録に関する問合せは、以下にお願いします。 
 

【お問い合わせ先】 

〒662-0099 兵庫県西宮市剣谷町１２－１５ 

一般社団法人 ドローン測量教育研究機構 資格試験センター 

E-mail：info@dsero.org 
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